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■問い合わせ　福祉健康課　社会福祉係　☎７５－６１１８

保育料についての疑問にお答えします
Ｑ　子どもが１歳児で保育料を３９，５００円支払っていますが、実際にはどれぐらいの保育費用が掛かっているのですか？
Ａ　保育に掛かる費用は児童の年齢によって異なります。０歳児で月額約１８０，０００円、１・２歳児で月額約１１０，０００円、３歳
児で月額約６０，０００円、４歳以上児では月額約５０，０００円の費用が掛かっています。なお、平成２２年度の保育に掛かる費用は約
６億４千万円、児童一人あたり年額約９００，０００円になる見込みです。
Ｑ　多久市の保育料は、国の基準額と比べてどれくらいの差があるのですか？
Ａ　多久市の保育料は、国が定めた基準額の約８４％となっています。この差額分は市が負担しており、平成２２年度の場合は
約３，０００万円（児童一人あたり約４２，０００円）になる見込みです。

　　行政からのお知らせ
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平成２２年度　多久市保育料基準額表
（平成２２年４月１日以降）

　　徴収基準額（月額：円）　　　 児童の世帯の階層区分と定義

４歳児
以　上３歳児１・２

歳児０歳児　　　　定　　　　　　　義階層
区分

００生活保護法による被保護世帯１

６，０００
（０）

　９，０００
（０）

所得税、市民税とも非課税の世帯
（ひとり親世帯等の場合）２

１６，５００
（１４，５００）

１９，５００
（１７，５００）

所得税非課税、市民税は課税の世帯
（ひとり親世帯等の場合）３

以下は所得税課税世帯

２２，０００２５，０００所得税額が２０，０００円未満の世帯４‐１

２６，０００２９，０００２０，０００円以上４０，０００円未満の世帯４‐２

３０，５００３１，０００３４，０００４０，０００円以上６１，０００円未満の世帯５‐１

３０，５００３６，６００３９，５００６１，０００円以上８２，０００円未満の世帯５‐２

３０，５００３６，６００４４，５００８２，０００円以上１０３，０００円未満の世帯５‐３

３０，５００３６，６００４６，０００１０３，０００円以上２５８，０００円未満の世帯６‐１

３０，５００３６，６００４７，５００４９，０００２５８，０００円以上４１３，０００円未満の世帯６‐２

３０，５００３６，６００４９，０００５２，０００４１３，０００円以上７３４，０００円未満の世帯７

３０，５００３６，６００４９，０００５２，０００７３４，０００円以上の世帯８

※市民税は平成２１年度分、所
　得税は平成２１年分です。
※保育料を算定する場合の所
　得税額は「源泉徴収票」また
　は「確定申告書」の額と一致
　しない場合があります。
　（住宅取得控除等は適用し
　ません）
※世帯から２人以上の児童が
　幼稚園、保育園に入所して
　いる場合の保育料は次のと
　おりです。
斬いちばん年齢の高い児童は
　定額（基準額）
斬２番目に高い児童は半額
斬３番目以降の児童は無料
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国民年金の手続き

必要なものどうするこんなとき

・認印
・年金事務所からの資格取得届

会社員等以外は国民
年金の加入手続きを２０歳になったとき

・認印
・年金手帳
・退職日のわかる書類

国民年金の加入手続
きを（被扶養配偶者
も同様）

会社等を退職した
とき

・認印
・年金手帳
・配偶者に扶養されなくなった
　日がわかるもの

第3号被保険者から
第1号被保険者への
種別変更の手続きを

会社員等の配偶者
で、扶養からはず
れたとき
（２０～６０歳の方）


